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平
成
24
年
７
月
９
日
に
外
国
人
登
録
制

度
が
廃
止
さ
れ
、
特
別
永
住
者
が
所
持
し

て
い
る
外
国
人
登
録
証
明
書
は
、
一
定
期

間
、
新
し
く
で
き
た
特
別
永
住
者
証
明
書

と
み
な
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
期
間
が
満
了

す
る
日
ま
で
に
、
外
国
人
登
録
証
明
書
を

特
別
永
住
者
証
明
書
に
切
り
替
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

◎
申
請
期
限
に
つ
い
て

⑴
平
成
24
年
７
月
９
日
の
時
点
で
16
歳
以

上
だ
っ
た
人
の
う
ち

①
お
持
ち
の
外
国
人
登
録
証
明
書
の
次
回

確
認（
切
替
え
）申
請
期
間
の
始
期（
誕
生

日
）が
平
成
27
年
７
月
８
日
ま
で
の
人

←

平
成
27
年
７
月
８
日
ま
で

②
お
持
ち
の
外
国
人
登
録
証
明
書
の
次
回

確
認（
切
替
え
）申
請
期
間
の
始
期（
誕
生

日
）が
平
成
27
年
７
月
９
日
以
降
の
人

←

当
該
誕
生
日
ま
で

⑵
平
成
24
年
７
月
９
日
の
時
点
で
16
歳
未

満
で
あ
っ
た
人

←

16
歳
の
誕
生
日
ま
で

※
申
請
期
限
の
直
前
は
窓
口
の
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
早
め
の
手
続
き
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

市
民
課
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４
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申
請
期
限
が
人
に
よ
り
異
な
り
ま
す

◆児童手当「現況届」申請について　
　６月分以降の児童手当を受け取るには現況届の提出
が必要です。現況届は６月１日現在の状況を届け出て
いただき、引き続き資格要件があるかどうかを確認す
るためのものです。届出のない場合は、６月分以降の
支給ができませんのでご注意ください。
◆届出期間
６月１日㈪～６月30日㈫

◆届出方法
①郵送（５月末に発送した案内通知に返信用封筒を同
封しています。）
②こども家庭課（市役所本庁舎本館１階）または各支
所窓口（土・日を除く８：30～17：15）
※窓口での受付は混雑が予想されます。郵送での提出
にご協力ください。

こども家庭課
　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

提出をお忘れなく

◆「子育て世帯臨時特例給付金」申請手続きについて
　左記の児童手当「現況届」と統一様式による同時申請
になります。「現況届」の提出対象でない人（※５月に第１
子が誕生し、６月分から児童手当を受給される人など）へ
は別途案内を６月中旬に送付します。
◆支給額：児童手当の受給対象児童一人につき3,000円
※平成27年６月分の児童手当（特例給付を除く。）の受給
者に支給します。
◆注意事項
＊申請後に審査を行い、支給の可否を通知します。
＊給付金の振込日は支給決定通知書でお知らせします
が、10月以降になります。（申請時期によって異なるこ
とがあります。）

臨時給付金事業対策室
　☎0748-24-5575　 050-5801-0904

児童手当の「現況届」は６月中に！
　　　　　　　　　　今年度は「子育て世帯臨時特例給付金」の申請を兼ねています。

特
別
永
住
者
証
明
書
へ
の
切
り
替
え
は
お
早
め
に

ひとりで悩まないで相談を

　いじめなど学校問題に関わる内容を相
談できる窓口を新設しました。
　困っていることがあれば、まずはお電話
ください。
◆相談専用ダイヤル

0748-24-5520
（月曜から金曜までの９：00～17：00）

※祝日、年末年始は除く

◆メール

sos@higashiomi.ed.jp

学校問題対策支援室
　☎0748-24-5671　 050-5801-5671　☎0748-24-5671　 050-5801-5671

６月10日㈬は児童手当（２～５月分）の支給日です。
（金融機関によって振込みの時間帯が異なります。）

※所得の低い人を対象に支給される「臨時福祉給付
金」の申請手続きについては、詳細が決まり次第、
広報ひがしおうみや市ホームページなどでお知らせ
しますので、しばらくお待ちください。
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夏
の
伊
庭
内
湖
で
楽
し
も
う

ド
ラ
ゴ
ン
カ
ヌ
ー
大
会

　

　
　

  
参
加
チ
ー
ム
募
集

７
月
19
日
㈰

　           （
荒
天
時
は
７
月
26
日
㈰
に
延
期
）

能
登
川
水
車
と
カ
ヌ
ー
ラ
ン
ド

　
１
艇
に
船
長
１
人
、
舵
取
１
人
、
漕
手

８
人
の
計
10
人
が
乗
船
し
、
片
道
１
５
０

ｍ
の
コ
ー
ス
の
折
り
返
し
で
速
さ
を
競

い
ま
す
。
　

参
加
資
格

■
市
民
の
部
　

市
内
在
住
の
中
学
生
以
上
の
人
。（
中

学
生
は
保
護
者
の
同
意
が
必
要
）原
則
と

し
て
各
自
治
会
単
位（
合
同
チ
ー
ム
可
）で

出
場
。
１
チ
ー
ム
に
女
性
が
２
人
以
上
い

る
こ
と
。
各
自
治
会
２
チ
ー
ム
ま
で
。

１
チ
ー
ム
２
０
０
０
円

　（
傷
害
保
険
料
含
む
）

■
親
善
の
部
（
一
般
・
女
性
部
門
）

15
歳
以
上
（
中
学
生
は
除
く
。）
の
人
。

一
般
部
門
は
性
別
不
問
。
女
性
部
門
は
舵

取
の
み
男
性
の
起
用
が
可
能

１
チ
ー
ム
７
０
０
０
円

　（
傷
害
保
険
料
含
む
）

申
込
期
間

　
６
月
１
日
㈪
〜
６
月
30
日
㈫

申
込
方
法

　
出
場
申
込
書（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
ス
ポ
ー
ツ
課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。（
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
可
）

※
組
み
合
わ
せ
抽
選
会
を
７
月
11
日
㈯

に
実
施
し
ま
す
の
で
、
必
ず
出
席
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
参
加
費
は
抽
選
会
当
日

に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

ス
ポ
ー
ツ
課
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日
ご
ろ
の
取
り
組
み
を
発
表
し
よ
う

A
東
近
江
市
芸
術
文
化
祭
参
加
事
業　

　

９
月
12
日
㈯
か
ら
12
月
13
日
㈰
に
か
け

て
開
催
す
る
芸
術
文
化
祭
に
参
加
さ
れ
る

創
造
的
・
意
欲
的
な
事
業
を
募
集
し
ま
す
。

参
加
部
門
：
美
術
、
音
楽
、
演
劇
、
伝
承

芸
能
、
映
像
な
ど
（
全
９
部
門
）

B
こ
ど
も
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
出
演
団
体

　

ダ
ン
ス
や
合
唱
な
ど
主
に
20
歳
未
満
で

構
成
さ
れ
る
団
体
が
対
象
の
発
表
会
で
す
。

10
月
17
日
㈯
午
後
１
時
か
ら

八
日
市
文
化
芸
術
会
館

C
芸
能
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
出
演
団
体

　

舞
台
芸
術
活
動
の
発
表
の
場
で
す
。

11
月
23
日
㈷

八
日
市
文
化
芸
術
会
館

◆

A
B
C
の
申
込
方
法

所
定
の
申
込
書
に
記
入
の
う
え
、
７
月

10
日
㈮
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

（
必
着
）

※
申
込
書
は
市
役
所
や
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
、図
書
館
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
参
加
基
準
、
応
募
条
件
な
ど
詳
し
く
は

募
集
要
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

生
涯
学
習
課

☎
０
７
４
８

－
24

－
５
６
７
２

０
５
０

－
５
８
０
１

－

５
６
７
２

芸
術
文
化
祭
参
加
事
業
・
参
加
団
体
を
募
集
し
ま
す

保育の仕事就職フェア

　市内各園の保育の取組みや、現場
で働く保育者の体験談などを紹介し
ます。

６月27日㈯10：00～12：00
市役所本庁舎新館313・314会議室
市内公私立の園への就職を希望す

る保育士資格・幼稚園免許を有する人
（取得見込み者含む。）

※今後、資格の取得を希望される人
はお気軽にご相談ください。

保育士証、幼稚園免許の写し（※
取得者のみ）

６月19日㈮まで
幼児課

　☎ 0748-24-5647　 050-5801-5647
　   FAX 0748-23-7501

子どもたちの笑顔が
　大好きなアナタを
　　お待ちしています！
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■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用

　　　　　　　　   =持ち物　 ＝申し込み　 ＝問い合わせ　 ＝ IP電話

わたしたちの医療と健康を支える国民健康保険

平成27年度 国民健康保険料のお知らせ
■６月中旬に保険料の決定通知書を送付
　世帯内に国民健康保険加入者がおられる世帯主に
対し、６月中旬に保険料の決定通知書を送付します
ので、保険料額や納付方法をご確認ください。
　国民健康保険料の納付義務は世帯主にあります。
世帯主が国民健康保険以外の健康保険（社会保険な
ど）に加入されている場合でも、同一世帯内のどな
たかが国民健康保険に加入されている場合は、世帯
主あてに決定通知書を送付します。

■平成27年度の国民健康保険料率
　　　　40歳以上65歳未満の人
　　　　　・・・下記①②③の合計
　　　　40歳未満の人、65歳以上75歳未満の人
　　　　　・・・下記①②の合計

①医療分　　 （所得割）＋  （均等割）＋   （平等割）
　　　　　　Ⓐ×7.1％　 26,000円　 22,000円

②支援金等分 （所得割）＋  （均等割）＋   （平等割）
　　　　　　Ⓐ×2.1％　  5,700円　   5,500円

③介護分　　 （所得割）＋  （均等割）＋   （平等割）
　　　　　　Ⓐ×1.5％　  8,100円　   4,400円

●Ⓐは（平成26年中所得額－33万円）
●上限は①52万円、②17万円、③16万円
●所得が一定金額以下の場合、保険料の軽減があります。

※用語説明
所得割：前年（26年中）の所得に応じて負担していただくもの
均等割：加入者一人につき一定額を負担していただくもの
平等割：一世帯につき一定額を負担していただくもの

■減免制度について
　事業の休廃業や失業、事故、疾病、長期入院など
により収入が著しく減少した場合（※１）や、災害に
遭い著しい損害を受けた場合（※２）は、保険料の減
免が認められる場合があります。詳しくは、お問い合
わせください。
※１：収入が著しく減少した場合とは？
　納付義務者（世帯主）および国保加入者全員の「平
成27年中の見込み合計所得額＝㋐」が、「平成26年中の
所得額」と比べて１／２以下に減少し、かつ平成27年度
年間保険料の割合が㋐の10％以上になる場合
※２：著しい損害とは？
　生活の基礎となる資産が災害により、全壊・全焼、
半壊・半焼、床上浸水以上に該当する場合

■非自発的失業者の保険料の軽減について
　非自発的失業者（リストラなどで職を失った人）は、
失業時から翌年度末までの期間、所得割額について
前年給与所得額を100分の30として算定し、保険料を
軽減します。また、高額療養費、高額介護合算療養
費の限度額区分の判定時にも給与所得額を100分の
30にして再判定します。
※事前に申請が必要です。申請要件がありますので、
保険年金課または各支所へお問い合わせください。

平成26年３月31日以降に離職された人
保険年金課

　☎0748-24-5632　 050-5801-5632

平成27年度の介護保険料納入通知書を
　　　　６月中旬に送付します

65歳以上の人はご確認を
■保険料の納付方法
　納付書または口座振替により納付していただく「普
通徴収」と、世帯主の年金からの引き去りにより納付
していただく「特別徴収」があります。
　普通徴収は、６月から翌年３月までの年10回に分け
て納めていただきます。
　なお、第１期の納付期限は６月30日㈫で、第２期以
降は各月の末日です。（※末日が土、日、祝日の場合は
翌営業日。12月は25日㈮になります。）
　次の①②両方に該当される場合は、特別徴収によ
る納付となります。
①世帯主が65歳以上75歳未満
②加入者全員が65歳以上75歳未満
●特別徴収されている人の納付方法の変更
　特別徴収されている人で、普通徴収（口座振替のみ）
による納付を希望される場合は、変更申出書の提出
と口座振替の登録をしてください。

　納付額や納付方法を記載しています。お手元に届
きましたら、内容をご確認ください。
■保険料の納付方法
　年金が支給される際に引き去りさせていただく「特
別徴収」（年６回）になります。
■次の場合は特別徴収になりません
・年金額が年額18万円未満の場合
・年度途中で65歳になった場合
・ほかの市町村から転入して間もない場合
・年金担保貸付を利用した場合
・年金差し止めになった場合　など

保険年金課
　☎ 0748-24-5632　 050-5801-5632
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過
去
の
国
民
年
金
保
険
料
に
納
め
忘
れ

の
期
間
が
あ
る
人
は
、
そ
の
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
で
将
来
の
年
金
額
を
増
や
し
た

り
、
年
金
の
受
給
権
に
つ
な
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
従
来
、
納
め
忘
れ
の
保
険
料
に
つ
い
て

は
過
去
２
年
間
分
を
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
が
、
平
成
24
年
10
月
に
後
納
制

度
が
で
き
、
申
し
込
み
に
よ
り
最
大
10
年

間
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
※
た
だ
し
、
過

去
３
年
度
以
前
の
後
納
保
険
料
に
は
当
時

の
保
険
料
に
加
算
金
が
つ
き
ま
す
。）

　
こ
の
後
納
制
度
は
平
成
27
年
９
月
末
で

終
了
し
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
平
成
27
年
４
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る

年
金
額（
６
月
振
込
分
）は
、
改
定
に
よ
り

３
月
ま
で
の
年
金
額
と
比
べ
て
平
均
０
．

９
％
増
額
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
年
金

受
給
者
の
み
な
さ
ん
に
「
年
金
額
改
定
通

知
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
６
月

か
ら
の
１
年
間
の
年
金
額
を
お
知
ら
せ
す

る
「
年
金
振
込
通
知
書
」
も
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
彦
根
年
金
事
務
所
（
☎

０
７
４
９

－

23

－

１
１
１
６
）へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
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３
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将
来
へ
の
橋
渡
し

　
国
民
年
金

福祉医療費受給券更新について

　今年度から、毎年８月に更新となる福祉医療費受給券の更新・
認定には、事前に申請書および添付書類の提出が必要となります。
　申請書の提出がない場合は更新後の受給券を発行することが
できませんのでご注意ください。
　対象者には今月ご案内を送付しますのでご確認ください。
保険年金課

　☎0748-24-5631　 050-5801-5631　

　以下のがん検診が無料で受けられるクーポン券を５月下旬に送
付しました。この機会に検診を受けませんか。

■受診方法…集団検診や指定医療機関で受診できます。受診
には予約が必要です。
※詳しくは健康推進課または各保健センターまでお問い合わせ
ください。
健康推進課　☎ 0748-24-5646　 050-5801-5646

検診種類 無料クーポン券の対象者

大腸がん検診

◆ 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳になった人
　　40歳：昭和49年４月２日～昭和50年４月１日生
　　45歳：昭和44年４月２日～昭和45年４月１日生
　　50歳：昭和39年４月２日～昭和40年４月１日生
　　55歳：昭和34年４月２日～昭和35年４月１日生
　　60歳：昭和29年４月２日～昭和30年４月１日生

子宮頸がん
検診

◆平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれの人
◆平成25年度に市が配布した無料クーポン券を
利用しなかった人で、一度も市の検診を受診した
ことがない人

乳がん検診

◆昭和49年４月２日～昭和50年４月１日生まれの人
◆平成25年度に市が配布した無料クーポン券を
利用しなかった人で、一度も市の検診を受診した
ことがない人

がんは早期発見で治せる確率が高まります

無料クーポン券で検診へ行こう！

　

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
は
全
部
で
４
回

必
要
で
す
。
平
成
17
年
か
ら
平
成
22
年
に

わ
た
り
、
日
本
脳
炎
予
防
接
種
の
積
極
的

勧
奨
が
差
し
控
え
ら
れ
た
時
期
が
あ
り
ま

し
た
。

　
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
平
成
７
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
19
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

で
接
種
が
完
了
し
て
い
な
い
人
は
、
不
足

回
数
分
を
20
歳
の
誕
生
日
前
日
ま
で
公
費

負
担
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
接
種
履
歴
を
確
認
し
、
重
複
接
種
が
な

い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

健
康
推
進
課

☎
０
７
４
８

－
24

－
５
６
４
６

０
５
０

－
５
８
０
１

－

５
６
４
６

予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

今年度から受給券の更新には
　　　　　　　事前の手続きが必要です

年
金
額
改
定
通
知
書
・

年
金
振
込
通
知
書
が

　
　
　
　

   

送
付
さ
れ
ま
す

後
納
制
度
が
９
月
末
で

　
　
　
　

   

　
終
了
し
ま
す

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
は
お
済
み
で
す
か



13　広報ひがしおうみ　2015.6.1

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

平成27年は国勢調査の年です

新
た
な
視
点
か
ら
の
気
づ
き
を

　

日
本
の
社
会
や
文
化
に
日
ご
ろ
か
ら

深
く
接
し
て
い
る
世
界
各
国
の
人
々
が

日
本
語
で
ス
ピ
ー
チ
を
し
ま
す
。
違
い

を
知
り
、
違
い
を
楽
し
み
、
新
た
な
視

点
に
気
付
く
機
会
で
す
。
１
９
６
０
年

か
ら
毎
年
開
催
さ
れ
、
そ
の
模
様
は
Ｎ

Ｈ
Ｋ「
Ｅ
テ
レ
」
で
も
放
送
さ
れ
て
い

ま
す
。
56
回
目
と
な
る
今
年
の
大
会
は

「
市
制
10
周
年
記
念
事
業
」
と
し
て
本

市
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

６
月
13
日
㈯
午
後
１
時
か
ら

八
日
市
文
化
芸
術
会
館

企
画
課

☎
０
７
４
８

－

24

－

５
６
１
０

０
５
０

－

５
８
０
１

－

５
６
１
０

　国勢調査は日本の人口や世帯の実態を
明らかにするため、統計法に基づき５年ご
とに実施する重要な統計調査です。
◆調査の期日　
　平成27年10月１日現在で実施します。
◆調査の対象　
　日本国内にふだん住んでいるすべての
人および世帯　

◆オンライン調査の導入
　今回の調査から、紙の調査票だけでは
なく、パソコンやスマートフォンからイン
ターネットによる回答もできるようになり、
より便利で簡単になります。
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

外
国
人
に
よ
る

　
　
日
本
語
弁
論
大
会

日本女性会議2015倉敷参加者募集

■テーマ
　「思いやり
　　男女（ひと）が集う白壁のまち」

10月９日㈮～11日㈰
倉敷市民会館（岡山県倉敷市）
２人（申し込み先着順）
６月26日㈮まで

　参加費用の一部を助成します。詳しくは
お問い合わせください。
人権・男女共同参画課

☎ 0748-24-5620　 050-5801-5620

地域力×女性力＝
　　　無限大の未来
　　　　　　（平成27年度キャッチフレーズ）

６月23日㈫～29日㈪は
　　　　男女共同参画週間です。
６月23日㈫は東近江市の
　　　「男女共同参画の日」です。

あ
な
た
だ
け
の
特
別
な
一
冊
を

国勢調査はいつから
始まったの？

大正９年に第１回が実施
され、今年で20回目な
んだって！

　
市
制
10
周
年
を
記
念
し
て
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
表
紙
の
広
報
ひ
が
し
お
う
み
を
贈

呈
し
ま
す
。

◆
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
広
報
紙

　
結
婚
や
出
生
な
ど
の
記
念
日
に
ち
な

ん
で
、
希
望
す
る
写
真
を
表
紙
に
し
て

贈
呈
し
ま
す
。

毎
月
１
日
受
付
開
始

※
市
役
所
広
報
課
に
申
込
書（
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）と
掲

載
を
希
望
す
る
写
真
デ
ー
タ（
Ｊ
Ｐ
Ｅ

Ｇ
形
式
・
５
０
０
万
画
素
程
度
・
縦
撮

り
）を
添
え
て
持
参
ま
た
は
電
子
メ
ー

ル
に
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

６
月
号
か
ら
平
成
28
年
３
月
号
ま
で

毎
号
10
組
程
度（
※
申
込
先
着
順
）

◆
出
張
！
に
っ
こ
り
笑
っ
て
ハ
イ
ポ
ー
ズ

　
市
内
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
で

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
撮
影
し
、
後
日
、

表
紙
に
し
て
贈
呈
し
ま
す
。
※
会
場
に

て
受
付（
先
着
30
組
程
度
）

＊
対
象
イ
ベ
ン
ト

ド
ラ
ゴ
ン
カ
ヌ
ー
大
会（
７
月
19
日
）

ぶ
ら
っ
と
五
個
荘
ま
ち
あ
る
き（
９
月
27
日
）

東
近
江
秋
ま
つ
り（
11
月
３
日
）

広
報
課

☎
０
７
４
８

－

24

－

５
６
１
１

０
５
０

－

５
８
０
１

－

５
６
１
１

あ
な
た
が
表
紙
の「
広
報
ひ
が
し
お
う
み
」を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
製
作
し
贈
呈
し
ま
す

特別審査員
　　にしゃんた ▼

スリランカ出身。羽衣国際大
学で教鞭をとるかたわら、テ
レビ・ラジオ出演、講演会や
執筆活動などを行っている。

　司会

▲サヘル・ローズ
イラン出身。キャスター、
リポーター、バラエティ
番組や女優業など幅広く
活躍中

photo by
     Sozo Enomoto
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市営住宅の入居者を募集します
平
成
27
年
度
市
民
税
・
県
民
税

　

平
成
27
年
度
の
市
民
税
・
県
民
税
の

納
税
通
知
書（
普
通
徴
収
）を
、
６
月
10

日
付
け
で
発
送
し
ま
す
。
な
お
、
市
民

税
・
県
民
税
が
給
与
か
ら
引
き
去
り（
特

別
徴
収
）と
な
る
人
の
通
知
書
は
、
勤

務
先
を
通
じ
て
送
付
し
て
い
ま
す
。
本

年
度
の
税
額
は
、
平
成
26
年
中
の
所
得

に
基
づ
い
て
算
出
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
納
税
通
知
書
は
、
平
成
27
年

１
月
１
日
現
在
で
本
市
に
住
所
が
あ
り
、

納
付
税
額
の
あ
る
人
に
送
付
し
ま
す
。

　
平
成
27
年
度（
平
成
26
年
分
所
得
）

の
課
税（
所
得
）証
明
書
の
発
行
は
、
納

付
方
法
に
関
わ
ら
ず
６
月
10
日
㈬
以
降

と
な
り
ま
す
。（
※
自
動
交
付
機
も
同
様

で
す
。）

市
民
税
課

☎
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４
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－
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５
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０
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－
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０
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－

５
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自
治
会
連
合
会
の
役
員
が
決
定

　

平
成
27
年
度
東
近
江
市
自
治
会
連
合

会
総
会
が
５
月
７
日
㈭
に
開
催
さ
れ
、

役
員
が
次
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

会
長

廣
瀬
正
明（
南
部
）

副
会
長

位
田
嘉
郎
（
愛
東
）、吉
村
政
男
（
蒲
生
）

理
事

北
川
文
吉（
平
田
）、
堤
昭
廣（
市
辺
）、

山
田
順
一
郎（
玉
緒
）、平
田
政
孝（
中

野
）、
松
浦
友
一（
八
日
市
）、栗
田
市
郎

（
永
源
寺
）、
辻
義
和（
五
個
荘
）、髙
田

忠
明（
湖
東
）、櫛
田
善
春（
能
登
川
）

会
計
監
事

坂
田
耕（
御
園
）、
藤
田
豊（
建
部
）

（
敬
称
略
、
カ
ッ
コ
内
は
地
区
名
）

ま
ち
づ
く
り
協
働
課

☎
０
７
４
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－

24

－
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０
５
０

－

５
８
０
１

－

５
６
２
３

自
治
会
連
合
会

　
　
会
長
に
廣
瀬
さ
ん

　広報紙の無料配信アプリ「i（アイ）広報紙」で「広報
ひがしおうみ」の配信サービスを開始しました。
　アプリをダウンロードし、居住地や生年月日、性別な
ど所定の項目を登録すると、紙媒体の広報紙同様、発
行日と同じ日に届く仕組みで、電子書籍として読めます。
　閲覧のほか、気になった記事を切り抜いたり、保存し
て友人と共有するといった操作も簡単
にできます。
　今年２月からのバックナンバーもそ
ろっていますので、ぜひご利用ください。

広報課
　☎ 0748-24-5611　 050-5801-5611

もっと身近に　もっと手軽に

▲廣瀬正明会長

戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷　金
① ２戸 中層耐火３階建 ２LDK 23,100～34,500円 69,300～103,500円

② １戸 中層耐火３階建 ３DK 18,300～27,300円 54,900～81,900円

③ １戸 簡易耐火２階建 ２DK 12,600～18,800円 37,800～56,400円

◆団地名（所在地）
　①ひばり丘（ひばり丘町）※準特定優良賃貸住宅（公営型）
　②簗瀬（五個荘簗瀬町）
　③神郷（神郷町）※単身入居可

※③については浴槽設備を設置中のため、家賃および敷金の額に
変動が生じます。
◆入居可能日
　７月21日㈫　※入居可能日から家賃が必要
６月15日㈪～22日㈪（土・日を除く８:30～17:15）　

※住宅課で相談後、書類を提出してください。入居申し込みには、
資格条件があります。
◆選考方法
　応募多数の場合は、市営住宅運営委員会が住宅困窮度により入
居者を決定します。選考が難しい場合は公開抽選とします。　　　　　　　　　
住宅課　☎ 0748-24-5652　 050-5801-5652

スマートフォンやタブレット端末で
   「広報紙ひがしおうみ」が見られます

　　　　サービス詳細は

  http://ikouhoushi.jp
　　　　　 QRコードもご利用ください ▼
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